
調
査
報
告南

九
州
に
お
け
る
消
費
者
保
護
行
政
に
つ
い
て

楠

元

茂

目
次

南九州における消費者保護行政について

　二　　　　 一序
←う’〈四日口←う￥

消
費
者
保
護
条
例

　
条
例
制
定
前
の
状
況

　
鹿
児
島
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例

　
宮
崎
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例

　
沖
縄
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例

消
費
者
行
政
の
事
業
実
績

　
鹿
児
島
県

ω
県
民
生
活
課
事
業
実
績

㈲
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
事
業
実
績

⑥
大
島
消
費
生
活
相
談
所
事
業
実
績
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ω
宮
崎
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
事
業
実
績

　
　
ω
都
城
地
方
消
費
生
活
セ
シ
タ
i
事
業
実
績

　
　
⑥
延
岡
地
方
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
事
業
実
績

　
　
ω
消
費
者
啓
発
事
業
事
業
実
績

　
　
ω
消
費
生
活
相
談
事
業
事
業
実
績

　
　
⑥
商
品
テ
ス
ト
事
業
事
業
実
績

五
、
結
語

口
宮
崎
県

日
沖
縄
県

三
、
行
政
監
察
事
務
所
関
係
資
料

四
、
消
費
者
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
概
念

一48一

序
　
今
回
、
科
学
研
究
費
に
よ
る
消
費
者
保
護
に
関
す
る
共
同
研
究
に
お
い
て
、
筆
者
は
行
政
法
の
分
野
か
ら
す
る
考
察
の
役
割
り
を
あ
た
え
ら

れ
た
の
で
、
そ
の
調
査
報
告
と
し
て
、
南
九
州
三
県
を
調
査
し
た
結
果
得
ら
れ
た
消
費
者
保
護
行
政
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
す
る
こ
と

に
し
た
。

　
消
費
者
保
護
行
政
に
関
す
る
事
項
と
い
っ
て
も
、
今
回
調
査
し
た
の
は
、
鹿
児
島
、
宮
崎
、
沖
縄
三
県
の
消
費
者
行
政
の
基
本
と
な
る
条
例

と
、
三
県
か
ら
出
し
て
い
る
範
囲
の
報
告
書
に
よ
る
実
態
の
調
査
、
行
政
監
察
事
務
所
関
係
の
資
料
及
び
主
題
か
ら
は
外
れ
る
が
、
近
時
注
目



さ
れ
て
い
る
消
費
者
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
概
要
の
調
査
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

資
料
の
内
容
が
異
な
る
の
で
、
自
ら
調
査
の
対
象
も
異
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

三
県
の
行
政
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
県
に
よ
っ
て

一
、
消
費
者
保
護
条
例

南九州における消費者保護行政について

　
鹿
児
島
県
に
お
い
て
、
消
費
者
保
護
条
例
す
な
わ
ち
「
鹿
児
島
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例
」

昭
和
五
十
二
年
十
月
三
日
、
宮
崎
県
が
昭
和
五
十
四
年
三
月
十
日
、
沖
縄
県
が
昭
和
五
十
五
年
七
月
十
二
日
で
あ
る
が
、

討
す
る
に
当
っ
て
は
、
ま
ず
消
費
者
問
題
の
沿
革
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

が
公
布
さ
れ
た
の
が

こ
れ
ら
の
条
例
を
検

　
6
　
条
例
制
定
前
の
状
況

　
消
費
者
問
題
が
、
わ
が
国
の
行
政
課
題
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
所
得
倍
増
計
画
に
よ
っ
て
国
民
生
活
が

向
上
す
る
一
方
、
物
価
の
上
昇
、
誇
大
広
告
、
有
害
商
品
の
出
現
等
の
問
題
が
お
こ
り
、
企
業
に
対
し
て
弱
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
消
費
者

の
保
護
が
行
政
の
話
題
と
な
っ
て
き
た
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。

　
昭
和
三
十
六
年
四
月
に
、
東
京
都
が
消
費
経
済
課
を
設
置
、
翌
月
、
国
に
お
い
て
国
民
生
活
向
上
対
策
審
議
会
を
設
置
し
た
。

　
鹿
児
島
県
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
十
一
年
十
月
に
企
画
課
に
消
費
生
活
係
を
設
置
、
続
い
て
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
、
消
費
生
活
懇
談
会
、

消
費
生
活
モ
ニ
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
昭
和
四
十
三
年
五
月
に
「
消
費
者
保
護
基
本
法
」
が
制
定
さ
れ
、
翌
年
三
月
の
地
方
自
治
法
の
改
正
で
は
、
消
費
者
の
保
護
が
地

方
公
共
団
体
の
固
有
事
務
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

　
な
お
、
鹿
児
島
県
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
に
消
費
生
活
相
談
所
が
、
続
い
て
昭
和
四
十
七
年
七
月
に
「
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
」
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が
開
設
さ
れ
た
。

　
条
例
の
要
素
を
な
す
物
価
行
政
の
歴
史
は
、
昭
和
四
十
六
年
八
月
の
ニ
ク
ソ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の
経
済
の
混
乱
に
対
処
し
て
、
同
年
十
二
月
、

自
治
省
、
経
済
企
画
庁
か
ら
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
物
価
行
政
の
推
進
に
つ
い
て
」
の
共
同
通
達
が
出
さ
れ
て
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
後
、
昭
和
四
十
七
年
秋
以
降
、
総
需
要
の
急
速
な
拡
大
、
海
外
物
価
の
高
騰
、
過
剰
流
動
性
を
背
景
と
し
た
投
機
的
な
動
向
に
ょ
り
、
異
常

な
物
価
高
と
な
り
、
国
は
昭
和
四
十
八
年
七
月
に
物
価
局
を
独
立
さ
せ
る
と
と
も
に
、
「
生
活
関
連
物
資
等
の
買
占
め
及
び
売
惜
し
み
に
対
す

る
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
」
（
買
占
め
等
防
止
法
）
を
制
定
し
た
。

　
し
か
し
、
昭
和
四
十
八
年
十
月
の
石
油
危
機
に
よ
っ
て
わ
が
国
経
済
は
狂
乱
物
価
へ
と
突
入
し
、
同
年
十
二
月
に
は
「
国
民
生
活
安
定
緊
急

措
置
法
」
が
公
布
さ
れ
、
昭
和
四
十
九
年
一
月
に
は
、
こ
れ
ら
生
活
安
定
二
法
の
一
部
事
務
が
地
方
公
共
団
体
に
委
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
石
油
危
機
は
結
果
的
に
地
方
公
共
団
体
の
物
価
行
政
推
進
の
背
景
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
物
価
対
策
は
基
本
的
に
は
国
の
経
済
運
営

に
属
す
る
と
は
い
え
、
物
価
の
高
騰
、
物
の
不
足
等
の
状
況
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り
、
個
別
物
資
の
把
握
や
そ
れ
に
対
す
る
対
応
は
、
各
地

方
公
共
団
体
の
協
力
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
こ
の
時
代
に
、
一
部
の
自
治
体
で
は
、
物
価
の
安
定
を
地
方
の
責
務
と
し
て
と
ら
え
、
生
活
安
定
二
法
を
補
完
す
る
た
め
「
生
活
防
衛
条
例
」

を
制
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
昭
和
四
十
九
年
二
月
「
東
京
都
緊
急
生
活
防
衛
条
例
」
が
制
定
さ
れ
、
東
京
都
以
外
の
五
団
体
も
同
様
の
条
例
を

制
定
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
消
費
者
保
護
条
例
の
制
定
が
急
速
に
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。

　
消
費
者
保
護
条
例
は
、
神
戸
市
が
昭
和
四
十
七
年
八
月
に
「
神
戸
市
民
の
環
境
を
ま
も
る
条
例
」
の
な
か
で
と
り
あ
げ
た
の
を
最
初
と
す
る
。

こ
れ
に
続
い
て
、
同
じ
く
神
戸
市
が
「
神
戸
市
民
の
く
ら
し
を
守
る
条
例
」
を
制
定
、
昭
和
四
十
九
年
中
に
北
海
道
等
六
団
体
が
条
例
を
制
定

し
た
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
四
十
七
の
都
道
府
県
と
、
六
つ
の
政
令
指
定
都
市
に
お
い
て
消
費
者
保
護
条
例
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
間
、
鹿
児
島
県
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
十
年
八
月
に
は
大
島
消
費
生
活
相
談
所
が
開
設
さ
れ
た
。
続
い
て
、
昭
和
五
十
二
年
五
月
に
は
、

生
活
物
資
課
を
県
民
生
活
課
に
改
め
、
同
年
十
月
三
日
に
、
「
鹿
児
島
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例
」
が
公
布
施
行
さ
れ
、
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翌
五
十
三
年
七
月
に
は
「
商
品
の
単
位
価
格
表
示
に
関
す
る
基
準
」

業
資
金
融
資
要
領
」
が
制
定
さ
れ
た
。
（
注
1
、
注
2
）

が
告
示
さ
れ
て
い
る
。
又
、
五
十
四
年
四
月
に
「
消
費
生
活
協
同
組
合
事

　
⇔
　
鹿
児
島
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例

　
こ
の
条
例
は
全
部
で
三
十
五
条
の
条
文
か
ら
成
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
な
経
済
動
向
を
背
景
に
、
消
費
者
の
利
益
を
守
り
、
市
民
生
活
の
安

定
を
め
ざ
す
た
め
規
制
行
政
を
は
じ
め
と
し
て
、
消
費
者
行
政
の
手
続
き
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
生
活
関
連
商
品
に
対
す
る
施
策
や
被

害
者
の
救
済
に
つ
い
て
定
め
、
事
業
者
の
責
務
と
県
民
の
役
割
り
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
資
料
1
参
照
）

南九州における消費者保護行政について

ω
第
醐
章
総
則

　
第
一
条
で
「
目
的
」
を
明
確
に
し
、
「
基
本
方
針
」
と
し
て
「
県
、
市
町
村
、
事
業
者
及
び
消
費
者
の
相
互
の
理
解
と
協
力
の
も
と
に
」
「
安

全
で
良
好
な
消
費
生
活
の
環
境
が
確
保
」
さ
れ
「
本
県
の
自
然
的
地
理
的
条
件
並
び
に
都
市
、
農
山
漁
村
及
び
離
島
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
実

情
に
即
し
た
施
策
が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
」
を
あ
げ
て
い
る
。
（
第
二
条
）
続
い
て
、
県
と
市
町
村
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、
「
事
業
者
」
と
「
消

費
者
」
の
責
務
を
定
め
て
い
る
。
（
第
五
・
六
条
）

　
す
な
わ
ち
、
県
と
市
町
村
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
消
費
生
活
の
安
定
、
向
上
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
事
業
者
は

そ
の
供
給
す
る
商
品
等
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
県
、
市
町
村
の
施
策
に
協
力
し
、
消
費
者
か
ら
の
苦
情
の
適
切
な
処
理
を
は
か
ら
ね

ば
な
ら
な
い
と
し
、
消
費
者
は
受
動
的
で
な
く
自
主
的
に
そ
の
消
費
生
活
の
安
定
、
向
上
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

＠
第
二
章
　
消
費
生
活
の
安
全
等
に
関
す
る
施
策

こ
の
章
で
は
、
知
事
、
県
、
事
業
者
が
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
の
た
め
に
行
う
べ
き
事
業
の
な
か
で
、

主
に
規
制
的
行
政
に
関
す
る
事
業
に
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つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
危
害
商
品
に
つ
い
て
、
事
業
者
の
供
給
を
禁
止
し
、
（
第
七
条
）
知
事
に
そ
の
調
査
義
務
を
課
し
、
危
害
商
品
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
の
供
給
中
止
、
回
収
等
の
勧
告
義
務
を
も
課
し
て
い
る
。
（
第
八
・
九
条
）

　
次
に
、
規
格
、
表
示
の
適
正
化
に
関
し
て
、
事
業
者
の
努
力
目
標
を
定
め
、
（
第
十
条
）
事
業
者
の
組
織
す
る
団
体
に
対
し
て
、
商
品
等
の

規
格
、
表
示
、
包
装
等
の
適
正
化
に
関
す
る
「
自
主
基
準
」
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
（
第
十
一
条
）

　
県
と
し
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
「
県
の
基
準
」
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
第
十
二
条
）

　
第
十
四
条
で
は
、
特
に
、
事
業
者
に
対
し
て
、
不
当
な
取
引
方
法
の
禁
止
、
す
な
わ
ち
消
費
者
の
知
識
又
は
経
験
の
不
足
に
乗
ず
る
等
し
て
、

消
費
者
の
商
品
の
選
択
を
誤
ら
せ
る
よ
う
な
取
引
方
法
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
。

　
次
に
、
知
事
の
啓
発
活
動
及
び
教
育
の
推
進
と
、
商
品
の
試
験
、
検
査
の
実
施
及
び
告
知
義
務
を
定
め
て
い
る
。
（
第
十
五
・
十
六
条
）

　
働
第
三
章
　
生
活
関
連
商
品
に
関
す
る
施
策

　
こ
の
章
で
は
、
特
に
県
民
の
消
費
生
活
と
の
関
連
性
の
高
い
商
品
（
生
活
関
連
商
品
）
に
つ
い
て
の
規
定
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
知
事

に
対
す
る
義
務
規
定
が
多
く
こ
れ
に
ょ
っ
て
消
費
者
の
保
護
を
は
か
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
知
事
の
生
活
関
連
商
品
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、

提
供
義
務
と
事
業
者
の
こ
れ
に
対
す
る
協
力
義
務
、
（
第
十
七
条
）
知
事
の
事
業
者
に
対
す
る
必
要
な
場
合
の
生
活
関
連
商
品
の
供
給
等
の
協

力
要
請
義
務
、
（
第
十
八
条
）
緊
急
措
置
を
要
す
る
商
品
の
指
定
義
務
、
及
び
指
定
商
品
の
調
査
権
に
関
す
る
規
定
（
第
十
九
条
．
二
十
条
）

を
置
い
て
い
る
。

　
続
い
て
、
知
事
の
勧
告
権
と
し
て
、
事
業
者
の
買
占
め
、
売
惜
し
み
に
よ
り
指
定
商
品
を
多
量
に
保
有
す
る
と
認
め
る
場
合
の
売
渡
し
勧
告

権
、
及
び
指
定
商
品
の
著
し
く
不
当
な
価
格
の
販
売
に
対
す
る
価
格
の
引
下
げ
勧
告
権
を
定
め
て
い
る
。
（
第
二
十
丁
二
十
二
条
）
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＠
第
四
章
　
消
費
者
被
害
の
救
済
に
関
す
る
施
策

　
こ
の
章
で
は
、
苦
情
処
理
に
関
し
て
詳
細
な
規
定
を
置
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
事
業
者
に
対
す
る
消
費
者
苦
情
の
処
理
義
務
を
定
め
、

（
第
二
十
三
条
）
続
い
て
市
町
村
及
び
知
事
の
苦
情
処
理
の
あ
っ
せ
ん
義
務
（
第
二
十
四
条
）
を
定
め
る
。
第
二
十
五
条
及
び
二
十
六
条
で
は
、

知
事
の
苦
情
処
理
の
手
続
き
及
び
訴
訟
援
助
に
つ
い
て
定
め
る
。

　
す
な
わ
ち
、
知
事
の
、
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
の
調
査
、
あ
っ
せ
ん
措
置
を
講
ず
る
義
務
及
び
解
決
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
の
苦
情
処

理
委
員
会
の
調
停
へ
の
移
行
手
続
き
に
つ
い
て
定
め
、
続
い
て
、
消
費
者
の
事
業
者
を
相
手
と
す
る
訴
訟
の
提
起
に
際
し
て
、
一
定
の
要
件
を

満
た
す
場
合
の
資
金
の
貸
付
け
を
行
い
う
る
旨
の
定
め
が
置
か
れ
て
い
る
。

南九州における消費者保護行政について

㈲
第
五
章
　
資
源
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
有
効
利
用
に
関
す
る
施
策

こ
の
章
で
は
、
健
全
な
消
費
生
活
を
推
進
す
る
た
め
の
、
資
源
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
有
効
利
用
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
定
め
る
。

　
㈲
第
六
章
　
鹿
児
島
県
消
費
生
活
安
定
審
議
会
及
び
鹿
児
島
県
消
費
者
苦
情
処
理
委
員
会

　
こ
の
章
で
は
、
知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
消
費
者
活
の
安
定
、
向
上
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
に
置
か
れ
る
生
活
安
定
審
議

会
と
、
苦
情
の
調
停
を
行
い
、
訴
訟
の
援
助
に
関
す
る
事
項
を
調
停
審
議
す
る
た
め
に
置
か
れ
る
消
費
者
苦
情
処
理
委
員
会
に
関
す
る
規
定
を

置
く
。の

第
七
章
雑
則

　
こ
の
章
で
は
、
消
費
者
保
護
規
制
行
政
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
の
規
定
、

十
三
条
）
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
立
入
調
査
権
、
（
第
三
十
二
条
）
公
表
権
、
（
第
三
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国
　
宮
崎
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例

　
宮
崎
県
の
条
例
は
三
十
八
条
か
ら
成
っ
て
お
り
、
目
的
は
鹿
児
島
県
の
条
例
と
同
様
で
あ
る
が
、
本
文
の
前
に
い
わ
ば
前
文
と
も
い
う
べ
き

部
分
が
あ
り
、
条
例
制
定
の
目
的
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
「
わ
れ
わ
れ
県
民
は
、
消
費
生
活
に
お
い
て

　
　
危
害
か
ら
守
ら
れ

　
　
必
要
な
事
実
が
知
ら
さ
れ

　
　
自
由
な
選
択
が
確
保
さ
れ

　
　
意
見
が
十
分
反
映
さ
れ

　
る
こ
と
を
求
め
て
や
ま
な
い
」
と
あ
る
。

　
内
容
は
、
第
一
章
が
総
則
で
あ
り
、
第
二
章
は
事
業
者
の
自
主
規
制
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
点
も
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
自
主
規
制
の
対
象
は

多
岐
に
わ
た
り
、
危
害
の
防
止
、
取
引
方
法
、
広
告
、
品
質
の
向
上
、
計
量
、
表
示
、
価
格
の
表
示
、
包
装
に
わ
た
り
、
そ
の
他
、
ア
フ
タ
ー

サ
ー
ビ
ス
、
自
動
販
売
機
の
適
正
な
管
理
に
つ
い
て
も
規
定
を
置
き
、
以
上
の
事
項
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
の
協
定
の
締
結
義
務
を
も
定
め

て
い
る
。

　
第
三
章
は
、
危
害
の
防
止
及
び
品
質
、
表
示
、
包
装
等
の
適
正
化
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
第
四
章
は
消
費
者
の
啓
発
に
つ
い
て
の
規
定
で

あ
り
、
第
五
章
で
は
生
活
関
連
物
資
の
供
給
及
び
価
格
の
安
定
に
つ
い
て
定
め
る
。
第
六
章
は
救
済
規
定
で
あ
り
、
第
七
章
は
委
員
会
規
定
、

第
八
章
は
立
入
検
査
等
の
雑
則
で
あ
る
。

　
四
　
沖
縄
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例

　
こ
の
条
例
は
三
十
九
条
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
一
章
総
則
の
特
徴
と
し
て
、
基
本
理
念
の
な
か
で
消
費
者
の
権
利
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
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が
あ
げ
ら
れ
る
。
（
第
二
条
）
す
な
わ
ち
、
ア
、
生
命
、
身
体
、
財
産
を
侵
さ
な
い
権
利
　
イ
、
適
正
な
表
示
を
行
わ
せ
る
権
利
　
ウ
、
不
当

な
取
引
条
件
を
強
制
さ
れ
な
い
権
利
　
エ
、
被
害
か
ら
公
正
か
つ
速
や
か
に
救
済
さ
れ
る
権
利
　
オ
、
情
報
を
速
や
か
に
提
供
さ
れ
る
権
利
が

そ
れ
で
あ
る
。

　
そ
の
他
、
県
民
の
申
出
の
条
項
（
第
六
条
V
国
へ
の
措
置
要
求
の
規
定
（
第
七
条
）
を
置
い
て
い
る
。

　
第
二
章
は
、
消
費
生
活
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
金
銭
消
費
貸
借
契
約
書
の
交
付
義
務
す
な
わ
ち
、

金
融
業
者
の
消
費
者
に
対
す
る
契
約
書
の
交
付
義
務
に
関
す
る
規
定
（
第
十
七
条
）
と
、
宮
崎
と
同
様
に
、
自
動
販
売
機
の
管
理
に
つ
い
て
規

定
を
置
い
て
い
る
点
（
第
十
八
条
）
で
あ
る
。

第
三
章
は
被
害
の
救
済
に
つ
き
、
苦
情
処
理
の
手
続
き
、
消
費
生
活
相
談
員
の
設
置
、
苦
情
処
理
委
員
会
の
調
停
等
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

　
第
四
章
は
、
生
活
関
連
物
資
の
供
給
及
び
価
格
の
安
定
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
り
、
第
五
章
は
資
源
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
有
効
利
用
に
関
す

る
規
定
で
あ
る
。
第
六
章
は
、
沖
縄
県
消
費
生
活
審
議
会
及
び
沖
縄
県
消
費
者
苦
情
処
理
委
員
会
に
つ
い
て
定
め
、
第
七
章
は
立
入
調
査
等
の

雑
則
で
あ
る
。

（
資
料
－
）

鹿
児
島
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例

目
次

　
第
一
章

　
第
二
章

総
則
（
第
一
条
ー
第
六
条
）

消
費
生
活
の
安
全
等
に
関
す
る
施
策
（
第
七
条
－
第
十
六
条
）

（
昭
和
五
十
二
年
十
月
三
日
鹿
児
島
県
条
例
第
三
十
三
号
）
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第
三
章

　
第
四
章

　
第
五
章

　
第
六
章

　
第
七
章

附
則

生
活
関
連
商
品
に
関
す
る
施
策
（
第
十
七
条
ー
第
二
十
二
条
）

消
費
者
被
害
の
救
済
に
関
す
る
施
策
（
第
二
十
三
条
ー
第
二
十
七
条
）

資
源
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
有
効
利
用
に
関
す
る
施
策
（
第
二
十
八
条
・
第
二
十
九
条
）

鹿
児
島
県
生
活
安
定
審
議
会
及
び
鹿
児
島
県
消
費
者
苦
情
処
理
委
員
会
（
第
三
十
条
・
第
三
十
一
条
）

雑
則
（
第
三
十
二
条
－
第
三
十
五
条
）

　
　
　
第
一
章
　
総
　
則

　
（
目
的
）

第
一
条
こ
の
条
例
は
、
県
民
の
消
費
生
活
に
お
け
る
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
関
し
、
県
、
市
町
村
及
び
事
業
者
へ
の
果
た
す
べ
き
責
務
並

　
び
に
消
費
者
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
県
の
実
施
す
る
施
策
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
県

　
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
（
基
本
方
針
）

第
二
条
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
県
、
市
町
村
、
事
業
者
及
び
消
費
者
の
相
互
の
理
解
と
協
力
の
も
と
に
、
安
全
で
良
好

　
な
消
費
生
活
の
環
境
が
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
、
本
県
の
自
然
的
地
理
的
条
件
並
び
に
都
市
、
農
山
漁
村
及
び
離
島
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の

　
地
域
の
実
情
に
即
し
た
施
策
が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
基
本
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
県
の
責
務
）

第
三
条
県
は
、
経
済
社
会
の
変
動
に
即
応
し
て
、
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
責
務
を

　
有
す
る
。

　
（
市
町
村
の
責
務
）
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第
四
条
　
市
町
村
は
、
当
該
地
域
の
実
情
に
即
し
た
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

　
（
事
業
者
の
責
務
）

第
五
条
　
事
業
者
（
事
業
者
が
組
織
す
る
団
体
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
そ
の
供
給
す
る
商
品
又
は
役
務
（
以
下
「
商
品
等
」
と
い
う
。
〉

　
に
つ
い
て
、
危
害
の
防
止
、
規
格
及
び
表
示
等
の
適
性
化
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
消
費

　
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
責
務
を
有
す
る
。

2
　
事
業
者
は
、
常
に
、
そ
の
供
給
す
る
商
品
等
に
つ
い
て
、
消
費
者
か
ら
の
苦
情
を
適
切
に
処
理
す
る
と
と
も
に
、
価
格
の
安
定
及
び
流
通

　
の
円
滑
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
（
消
費
者
の
役
割
）

第
六
条
　
消
費
者
は
、
自
ら
進
ん
で
消
費
生
活
に
関
す
る
必
要
な
知
識
を
修
得
す
る
と
と
も
に
、
自
主
的
か
つ
合
理
的
に
行
動
す
る
よ
う
に
努

　
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
す
る
。

　
　
　
第
二
章
消
費
生
活
の
安
全
等
に
関
す
る
施
策

　
（
危
害
商
品
等
の
供
給
禁
止
）

第
七
条
事
業
者
は
、
消
費
者
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
に
危
害
を
及
ぽ
し
、
又
は
及
ぽ
す
お
そ
れ
の
あ
る
商
品
等
（
以
下
「
危
害
商
品
等
」

　
と
い
う
。
）
を
供
給
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
危
害
商
品
等
の
調
査
）

第
八
条
　
知
事
は
、
事
業
者
が
消
費
者
に
供
給
す
る
商
品
等
に
つ
い
て
、
危
害
商
品
等
の
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
必
要

　
な
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

2
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
う
に
当
た
り
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
資
料
の
提
出

　
又
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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〈
危
害
防
止
勧
告
）

第
九
条
　
知
事
は
、
事
業
者
が
消
費
者
に
供
給
す
る
商
品
等
が
危
害
商
品
等
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
危
害
は
を
防
止
す
る
た
め
、
当

　
該
事
業
者
に
対
し
、
当
該
危
害
商
品
等
の
供
給
の
中
止
、
回
収
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
と
と
も
に
、
速
や
か
に
、

　
そ
の
旨
を
消
費
者
に
周
知
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

2
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
勧
告
を
受
け
た
事
業
者
に
対
し
、
当
該
勧
告
に
基
づ
い
て
と
っ
た
措

　
置
及
び
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
規
格
、
表
示
等
の
適
正
化
）

第
十
条
　
事
業
者
は
、
そ
の
供
給
す
る
商
品
等
に
つ
い
て
、
次
に
揚
げ
る
事
項
を
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

六五四三二一
品
質
の
向
上
及
び
消
費
生
活
の
合
理
化
に
寄
与
す
る
よ
う
適
正
な
規
格
に
よ
る
こ
と
。

消
費
者
が
選
択
又
は
使
用
を
誤
る
こ
と
が
な
い
よ
う
価
格
、
量
目
、
製
造
年
月
日
等
を
適
正
に
表
示
す
る
こ
と
。

消
費
者
が
不
利
益
を
被
る
こ
と
が
な
い
よ
う
適
正
な
計
算
を
す
る
こ
と
。

消
費
者
が
誤
認
し
、
又
は
そ
の
負
担
が
著
し
く
増
大
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
過
大
又
は
過
剰
な
包
装
を
し
な
い
こ
と
。

消
費
者
へ
の
供
給
後
に
お
け
る
修
理
、
交
換
等
の
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
こ
と
。

消
費
者
が
選
択
を
誤
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
広
告
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
表
現
に
留
意
し
、
適
正
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

　
（
自
主
基
準
の
設
定
）

第
十
一
条
　
事
業
者
の
組
織
す
る
団
体
は
、
商
品
等
に
つ
い
て
、
消
費
者
が
適
正
か
つ
容
易
に
選
択
し
、
又
は
安
全
に
使
用
し
、
若
し
く
は
利

　
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
商
品
等
の
規
格
、
表
示
、
包
装
等
の
適
正
化
に
関
し
、
事
業
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
（
以
下
「
自

　
主
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
事
業
者
の
組
織
す
る
団
体
は
、
自
主
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
自
主
基
準
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
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れ
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

3
　
知
事
は
、
事
業
者
の
組
織
す
る
団
体
に
対
し
、
自
主
基
準
の
設
定
及
び
変
更
に
つ
い
て
、
必
要
な
指
導
又
は
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
県
の
基
準
の
設
定
）

第
十
二
条
　
知
事
は
、
事
業
者
が
供
給
す
る
商
品
等
の
規
格
、
表
示
、
包
装
等
の
適
正
化
に
関
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

　
該
商
品
等
の
規
格
、
表
示
、
包
装
等
の
基
準
（
以
下
「
県
の
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
知
事
は
、
県
の
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
鹿
児
島
県
生
活
安
定
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
乙
れ
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

3
　
知
事
は
、
県
の
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
た
と
き
も
、

　
同
様
と
す
る
。

　
〈
県
の
基
準
の
遵
守
義
務
〉

第
十
三
条
事
業
者
は
、
県
の
基
準
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
知
事
は
、
事
業
者
が
県
の
基
準
を
遵
守
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、
こ
れ
を
遵
守
す
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

　
（
不
当
な
取
引
方
法
の
禁
止
）

第
十
四
条
　
事
業
者
は
、
商
品
等
を
供
給
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
消
費
者
の
知
識
又
は
経
験
の
不
足
に
乗
ず
る
等
消
費
者
に
当
該
商
品
等
の
選

　
択
を
誤
ら
せ
る
よ
う
な
取
引
方
法
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
啓
発
活
動
及
び
教
育
の
推
進
等
）

第
十
五
条
　
知
事
は
、
消
費
者
が
自
主
性
を
も
っ
て
健
全
な
消
費
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
商
品
等
に
関
す
る
知
識
の

　
普
及
及
び
情
報
の
提
供
、
生
活
設
計
に
関
す
る
知
識
の
普
及
等
消
費
者
に
対
す
る
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
消
費
生
活
に
関
す
る
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教
育
を
充
実
す
る
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

2
　
知
事
は
、
消
費
者
が
そ
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
を
図
る
た
め
の
健
全
か
つ
自
主
的
な
組
織
活
動
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の

　
と
す
る
。

　
（
試
験
、
検
査
等
の
実
施
）

第
十
六
条
　
知
事
は
、
商
品
の
試
験
、
検
査
等
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
結
果
に
関
す
る
情
報
を
県
民
に
提
供
す
る
も
の
と

　
す
る
。

　
　
　
第
三
章
　
生
活
関
連
商
品
に
関
す
る
施
策

　
（
情
報
の
収
集
及
び
提
供
等
）

第
十
七
条
　
知
事
は
、
県
民
の
消
費
生
活
と
の
関
連
性
が
高
い
商
品
（
以
下
「
生
活
関
連
商
品
」
と
い
う
。
）
の
需
給
の
状
況
及
び
価
格
の
動

　
向
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
情
報
を
県
民
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

2
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
収
集
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
生
活
関
連
商
品
の
供
給
等
の
協
力
要
請
）

第
十
八
条
　
知
事
は
、
生
活
関
連
商
品
の
価
格
の
安
定
及
び
流
通
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
者
に
対
し
、

　
当
該
生
活
関
連
商
品
の
円
滑
な
供
給
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
緊
急
措
置
を
要
す
る
商
品
の
指
定
）

第
十
九
条
　
知
事
は
、
生
活
関
連
商
品
の
需
給
の
状
況
又
は
価
格
の
動
向
が
消
費
生
活
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

　
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
生
活
関
連
商
品
を
緊
急
措
置
を
要
す
る
商
品
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
態
が
消
滅
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。

3
　
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
解
除
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。

　
（
指
定
商
品
の
調
査
）

第
二
十
条
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
生
活
関
連
商
品
（
以
下
「
指
定
商
品
」
と
い
う
。
）
の
需
給
の
状
況
及
び
価
格

　
の
動
向
に
つ
い
て
、
必
要
な
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
指
定
商
品
の
売
渡
し
勧
告
）

第
二
十
一
条
知
事
は
、
事
業
者
が
買
占
め
又
は
売
惜
し
み
に
よ
り
指
定
商
品
を
多
量
に
保
有
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
業
者
に

　
対
し
、
売
渡
し
を
す
べ
き
期
限
を
定
め
て
、
当
該
指
定
商
品
を
売
り
渡
す
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
指
定
商
品
の
価
格
の
引
下
げ
勧
告
）

第
二
十
二
条
知
事
は
、
事
業
者
が
指
定
商
品
を
著
し
く
不
当
な
価
格
で
販
売
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
価

　
格
を
速
や
か
に
引
き
下
げ
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
第
四
章
消
費
者
被
害
の
救
済
に
関
す
る
施
策

　
（
消
費
者
苦
情
の
処
理
等
）

第
二
十
三
条
　
事
業
者
は
、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
の
取
引
に
関
し
て
生
じ
た
消
費
者
の
苦
情
（
以
下
「
消
費
者
苦
情
」
と
い
う
。
）
を
迅

　
速
か
つ
適
切
に
処
理
し
な
け
れ
ば
ま
な
ら
な
い
。

2
　
事
業
者
は
、
消
費
者
苦
情
を
迅
速
か
つ
適
切
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
等
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
市
町
村
は
、
消
費
者
苦
情
の
処
理
の
あ
っ
せ
ん
等
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
知
事
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
消
費
者
苦
情
の
処
理
の
あ
っ
せ
ん
等
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
、
情
報
の
提
供
及
び
技
術
的
指
導
を
行

　
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
　
知
事
は
、
消
費
者
苦
情
の
処
理
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を
調
査
し
、
当
該
消
費
者
苦
情
を
解
決
す
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る
た
め
、
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

2
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
消
費
者
苦
情
に
係
る
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対

　
し
、
必
要
な
資
料
の
提
出
又
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
措
置
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
消
費
者
苦
情
に
つ
い
て
は
、
こ

　
れ
を
鹿
児
島
県
消
費
者
苦
情
処
理
委
員
会
の
調
停
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
訴
訟
の
援
助
〉

第
二
十
六
条
知
事
は
、
事
業
者
の
供
給
す
る
商
品
等
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
消
費
者
が
そ
の
事
業
者
を
相
手
と
す
る
訴
訟
（
民
事
訴
訟
法

　
（
明
治
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
三
百
五
十
六
条
に
規
定
す
る
和
解
及
び
民
事
調
停
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
二
号
）

　
に
ょ
る
調
停
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
訴
訟
が
次
の
各
号
に
揚
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
を
も
満

　
た
す
と
き
は
、
当
該
消
費
者
に
対
し
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
訴
訟
に
要
す
る
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
ほ
か
、
訴
訟
活
動
に
必

　
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
鹿
児
島
県
消
費
者
苦
情
処
理
委
員
会
の
調
停
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
消
費
者
苦
情
に
係
る
も
の
で
、
鹿
児
島
県
消
費
者
苦
情
処

　
　
理
委
員
会
が
援
助
を
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
同
一
又
は
同
種
の
被
害
が
多
数
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
商
品
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
三
　
一
件
当
た
り
の
被
害
額
が
規
則
で
定
め
る
以
下
の
被
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
（
貸
付
金
の
返
還
等
）

第
二
十
七
条
前
条
の
規
定
に
よ
り
訴
訟
に
要
す
る
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
は
、
当
該
訴
訟
が
終
了
し
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ

　
ろ
に
よ
り
、
当
該
貸
付
け
に
係
る
資
金
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
貸
付
け
に
係
る
資
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金
の
全
部
又
は
｝
部
の
返
還
を
猶
予
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
第
五
章
　
資
源
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
有
効
利
用
に
関
す
る
施
策

　
（
資
源
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
有
効
利
用
）

第
二
十
八
条
知
事
は
、
健
全
な
消
費
生
活
を
推
進
す
る
た
め
、
資
源
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
有
効
利
用
に
関
す
る
知
識
の
普
及
、
情
報
の
提
供

　
そ
の
他
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
九
条
事
業
者
及
び
消
費
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
及
び
消
費
生
活
に
お
い
て
、
資
源
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
適
正
利
用
、
不
用
品
の
再
利

　
用
及
び
再
生
利
用
等
を
積
極
的
に
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
第
六
章
　
鹿
児
島
県
消
費
生
活
安
定
審
議
会
及
び
鹿
児
島
県

　
　
　
　
　
　
　
消
費
者
苦
情
処
理
委
員
会

　
（
鹿
児
島
県
生
活
安
定
審
議
会
）

第
三
十
条
知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
、
鹿
児
島
県
生
活
安
定
審
議

　
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

2
　
審
議
会
は
、
委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
し
、
委
員
は
、
次
の
各
号
に
揚
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
委
嘱
す
る
。

　
一
　
消
費
者
を
代
表
す
る
者

　
二
　
事
業
者
を
代
表
す
る
者

　
三
　
学
識
経
験
の
あ
る
者

　
四
　
関
係
行
政
機
関
の
職
員

3
　
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

4
　
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
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5
　
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

　
（
鹿
児
島
県
消
費
者
苦
情
処
理
委
員
会
）

第
三
十
一
条
　
消
費
者
苦
情
の
調
停
を
行
い
、
及
び
消
費
者
が
事
業
者
を
相
手
に
提
起
す
る
訴
訟
の
援
助
に
関
す
る
事
項
を
調
停
審
議
す
る
た

　
め
、
鹿
児
島
県
消
費
者
苦
情
処
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

2
　
委
員
会
は
、
委
員
五
人
以
内
で
組
織
し
、
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
委
嘱
す
る
。

3
　
前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
は
、
委
員
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

4
　
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
ょ
る
調
停
及
び
調
査
審
議
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
消
費
者
苦
情
に
係
る
事
業
者
そ

　
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
必
要
な
資
料
の
提
出
又
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

5
　
第
二
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

　
　
　
第
七
章
　
雑
則

　
（
立
入
り
調
査
等
）

第
三
十
二
条
　
知
事
は
、
第
九
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
事
業
者
に
対
し
、
そ

　
の
業
務
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
当
該
事
業
者
の
営
業
所
、
事
務
所
、
工
場
、
倉
庫
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、

　
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
調
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
が
立
入
調
査
又
は
質
問
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
っ

　
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
公
表
）

第
三
十
三
条
知
事
は
、
事
業
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
そ
の
行
為
の
内
容

　
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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南九州における消費者保護行政について

　
一
　
第
八
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
出
若
し
く
は
説
明
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の

　
　
資
料
の
提
出
若
し
く
は
説
明
を
し
た
と
き
。

　
二
　
第
九
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
又
は
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
。

　
三
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く

　
　
は
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
。

　
（
国
等
へ
の
要
請
）

第
三
十
四
条
　
知
事
は
、
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
並
び
に
県
外
の

　
事
業
者
に
対
し
、
適
切
な
措
置
を
と
る
よ
う
要
請
し
、
又
は
協
力
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

　
（
規
則
へ
の
委
任
）

第
三
十
五
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

　
　
　
附
則

　
（
施
行
期
日
）

一
、
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
（
鹿
児
島
県
民
の
生
活
安
定
の
た
め
の
緊
急
対
策
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
）

二
、
鹿
児
島
県
民
の
生
活
安
定
の
た
め
の
緊
急
対
策
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
鹿
児
島
県
条
例
第
二
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
二
、
消
費
者
行
政
の
事
業
実
績
（
以
下
の
実
績
は
各
県
の
昭
和
五
十
八
年
度
分
で
あ
る
。
）

6
　
鹿
児
島
県
（
注
2
）
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ω
県
民
生
活
課
事
業
実
績

　
　
　
1
、
総
合
調
整

　
ま
ず
、
消
費
者
行
政
推
進
体
制
の
整
備
と
し
て
、
市
町
村
の
担
当
課
長
会
議
を
開
催
し
、
関
係
省
庁
が
県
内
か
ら
募
集
す
る
モ
ニ
タ
ー
を
推

薦
し
、
国
の
消
費
者
行
政
関
係
機
関
と
の
連
絡
、
調
整
を
行
っ
た
。

　
次
に
、
消
費
者
意
見
の
把
握
及
び
行
政
へ
の
反
映
と
し
て
、
県
民
の
消
費
生
活
に
関
す
る
意
識
や
実
態
、
意
見
や
要
望
等
を
把
握
し
行
政
に

反
映
さ
せ
る
た
め
、
各
市
町
村
に
二
〇
人
の
モ
ニ
タ
ー
を
設
置
し
た
。
又
、
当
面
す
る
消
費
者
問
題
に
つ
い
て
分
科
会
方
式
で
意
見
交
換
を

行
う
消
費
生
活
懇
談
会
を
三
回
開
催
し
た
。
さ
ら
に
、
条
例
で
定
め
る
消
費
生
活
安
定
審
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　
　
　
2
、
規
格
、
表
示
の
適
正
化

　
ま
ず
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
の
防
止
の
た
め
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
に
基
づ
き
、
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
委
任
さ
れ

た
事
務
と
し
て
、
不
当
な
景
品
付
販
売
や
消
費
者
を
ま
ど
わ
す
不
当
な
表
示
を
防
止
す
る
た
め
、
テ
レ
ビ
、
新
聞
等
に
よ
る
広
告
を
中
心
に
取

締
ま
り
指
導
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
み
そ
、
削
り
ぶ
し
の
試
買
検
査
会
を
開
催
し
、
事
業
者
に
対
す
る
取
締
ま
り
指
導
を
行
っ
た
。
又
、
テ

レ
ビ
に
よ
り
景
品
表
示
法
に
関
す
る
放
送
を
行
う
と
と
も
に
、
各
種
会
議
、
研
修
会
の
席
上
で
景
品
表
示
法
の
説
明
を
行
う
等
啓
発
に
努
め
た
。

　
次
に
、
商
品
の
単
位
価
格
表
に
つ
い
て
の
普
及
促
進
の
た
め
、
実
施
状
況
調
査
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
文
書
指
導
、
説
明
会
等
を
行
っ
た
。

　
　
　
3
、
消
費
者
啓
発
、
消
費
者
団
体
の
育
成

　
消
費
者
の
啓
発
の
た
め
、
マ
ス
コ
ミ
を
活
用
す
る
ほ
か
、
「
消
費
者
の
日
」
を
設
定
し
、
そ
の
他
貯
蓄
の
推
進
、
省
資
源
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

運
動
を
推
進
さ
せ
た
。
又
、
消
費
者
団
体
の
育
成
の
た
め
、
消
費
生
活
活
動
促
進
事
業
や
消
費
生
活
協
同
組
合
活
動
の
促
進
、
消
費
者
団
体
基

本
調
査
の
実
施
を
行
っ
た
。

　
　
　
4
、
消
費
者
被
害
の
救
済

　
条
例
の
規
定
に
従
っ
て
、
消
費
者
苦
情
の
調
整
及
び
消
費
者
が
事
業
者
を
相
手
に
提
起
す
る
訴
訟
の
援
助
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
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た
め
苦
情
処
理
委
員
会
を
設
置
し
た
。

南九州における消費者保護行政について

　
　
ω
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
事
業
実
績

　
多
様
化
す
る
社
会
情
勢
の
変
動
に
対
処
し
て
、
消
費
者
利
益
の
侵
害
か
ら
消
費
者
を
保
護
し
、
併
わ
せ
て
消
費
者
意
識
の
高
揚
を
は
か
る
た

め
消
費
者
苦
情
、
相
談
の
処
理
体
制
の
整
備
、
各
種
の
消
費
者
教
育
講
座
の
開
設
等
に
よ
る
消
費
者
啓
発
の
推
進
、
苦
情
に
と
も
な
う
商
品
テ

ス
ト
、
試
買
テ
ス
ト
の
実
施
、
情
報
の
提
供
等
の
事
業
を
実
施
し
た
。

　
な
お
、
新
規
に
、
中
・
高
校
生
対
象
の
食
生
活
夏
季
セ
ミ
ナ
i
及
び
食
料
品
の
多
様
化
に
と
も
な
う
テ
ス
ト
内
容
の
複
雑
化
に
対
処
す
る
た

め
高
速
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
導
入
が
行
わ
れ
た
。

　
　
　
1
、
消
費
者
苦
情
・
相
談
の
処
理
体
制
の
整
備

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
相
談
窓
口
に
常
時
二
、
三
人
の
相
談
員
を
配
置
し
、
消
費
生
活
に
関
す
る
苦
情
・
相
談
の
円
滑
な
処
理
を
は
か
っ
た
。

　
昭
和
五
十
八
年
度
の
苦
情
・
相
談
件
数
は
三
、
一
二
五
件
で
、
前
年
度
に
比
べ
て
三
七
八
件
の
増
加
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
商
品
に
関

す
る
も
の
が
七
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　
相
談
区
分
で
は
苦
情
六
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
問
い
合
わ
せ
三
八
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
要
望
○
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
苦
情
相
談
の
ウ
エ
イ

ト
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
相
談
内
容
で
は
、
契
約
関
係
、
食
料
品
、
住
居
品
の
品
質
機
能
、
安
全
衛
生
に
関
す
る
苦
情
・
相
談
が
多
か
っ
た
。

な
か
で
も
、
契
約
に
つ
い
て
は
一
、
六
三
〇
件
の
相
談
が
あ
り
、
総
件
数
の
五
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
前
年
度
よ
り
三
一
九
件
増
え
て

い
る
。

　
契
約
の
主
な
も
の
は
訪
問
販
売
に
関
す
る
も
の
が
八
八
二
件
、
S
F
商
法
二
二
件
、
通
信
販
売
五
一
件
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
オ
プ
シ
ョ
ン
三
四
件
、

マ
ル
チ
ま
が
い
商
法
三
〇
件
、
そ
の
他
一
四
七
件
で
、
契
約
の
七
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
商
品
の
主
な
も
の
は
、
学
習
材
料
、
健
康
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食
品
、
化
粧
品
、
食
器
、
ふ
と
ん
、
健
康
機
器
、
印
鑑
、
自
動
販
売
機
、
ミ
シ
ン
、
温
水
器
、
テ
ラ
ス
、
白
蟻
駆
除
等
で
あ
る
。

　
特
に
本
年
度
の
相
談
で
目
立
っ
た
こ
と
は
、
高
齢
者
を
欺
く
よ
う
な
方
法
で
、
消
火
器
、
白
蟻
駆
除
、
ト
イ
レ
フ
ァ
ン
、
健
康
食
品
、
ふ
と

ん
等
を
売
り
つ
け
る
商
法
が
多
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
、
未
成
年
者
や
O
L
を
対
象
と
し
た
キ
ャ
ッ
チ
セ
ー
ル
ス
や
ア
ポ
イ
ン
ト
商
法

に
ょ
る
化
粧
品
や
英
会
話
教
材
の
販
売
も
あ
と
を
断
た
な
い
。
又
、
商
品
と
サ
ー
ピ
ス
を
組
み
合
わ
せ
た
教
材
販
売
や
塾
の
開
設
、
化
粧
品
と

美
容
券
を
組
み
合
わ
せ
た
販
売
に
つ
い
て
の
ト
ラ
ブ
ル
も
み
ら
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
商
品
購
入
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
よ
る
立
替
払
契
約
に
よ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
消
費
者
が
そ
の
仕
組
み
を
十
分
に
知
ら
な
い
た

め
に
安
易
に
契
約
を
結
ん
だ
り
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
連
帯
保
証
人
や
名
儀
貸
し
等
に
と
も
な
う
ト
ラ
ブ
ル
も
み
ら
れ
、
苦
情
の
解
決
を
困
難
に
し

て
い
る
。
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
は
、
件
数
も
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
の
高
い
衣
料
品
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
ト

ラ
ブ
ル
や
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
の
大
型
化
に
と
も
な
う
取
次
店
の
増
加
に
よ
る
紛
失
や
、
そ
の
責
任
所
在
が
不
明
確
な
こ
と
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル

や
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
ミ
ス
が
素
材
の
特
性
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
そ
の
原
因
究
明
が
難
し
い
も
の
が
多
く
、
解
決
を
困
難
に
し
て
い
る
。
昭
和

五
十
八
年
十
一
月
か
ら
登
録
店
制
度
も
開
始
し
た
の
で
今
後
の
適
切
な
対
応
が
望
ま
れ
る
。

　
次
に
苦
情
・
相
談
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
の
た
め
、
市
町
村
に
お
け
る
担
当
者
と
の
連
け
い
を
密
に
し
、
相
談
業
務
の
円
滑
な
処
理
を
は
か

る
た
め
、
市
町
村
消
費
者
苦
情
相
談
担
当
者
研
修
や
県
・
市
消
費
生
活
相
談
員
研
修
を
行
い
、
又
、
「
消
費
者
苦
情
相
談
事
例
集
」
を
作
成
し
、

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、
各
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
、
そ
の
他
の
行
政
機
関
、
事
業
者
等
と
情
報
交
換
を
密
に
し
、
危
害
情
報
の
早
期
把
握
に
努

め
た
。

（
資
料
2
参
照
）
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2
、
消
費
者
啓
発
及
び
消
費
者
教
育
の
推
進

消
費
者
リ
ー
ダ
ー
の
養
成
及
び
地
域
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
推
進
の
た
め
、

次
の
よ
う
な
消
費
者
教
育
講
座
を
実
施
し
、
消
費
者
意
識
の



高
揚
、
啓
発
に
努
め
た
。
又
、
常
設
展
示
場
の
運
営
、
消
費
者
活
セ
ン
タ
ー
ニ
ュ
ー
ス
「
く
ら
し
」
の
発
行
、
啓
発
資
料
の
作
成
、
配
布
等
に

よ
り
、
情
報
の
提
供
に
努
め
た
。

　
す
な
わ
ち
、
リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座
、
く
ら
し
の
セ
ミ
ナ
ー
、
商
品
研
究
会
、
中
・
高
校
生
食
生
活
夏
季
セ
ミ
ナ
：
、
市
町
村
消
費
生
活
講
座
、

く
ら
し
の
一
日
教
室
、
特
別
講
座
、
消
費
生
活
通
信
教
育
講
座
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
以
外
に
、
自
主
研
修
と
し
て
、
市
町
村
、
消
費
者

団
体
、
生
活
学
校
、
婦
人
学
級
等
の
要
請
に
よ
り
、
セ
ン
タ
ー
又
は
地
域
に
お
い
て
、
消
費
者
問
題
に
つ
い
て
研
修
を
実
施
し
た
。

南九州における消費者保護行政について

　
　
　
3
、
商
品
テ
ス
ト
の
実
施

　
苦
情
・
相
談
を
受
け
た
商
品
及
び
自
主
的
に
試
買
し
た
商
品
の
品
質
機
能
、
安
全
性
、
実
用
性
、
表
示
内
容
等
に
つ
い
て
、
消
費
者
サ
イ
ド

か
ら
の
調
査
試
験
を
実
施
し
苦
情
処
理
の
解
決
と
商
品
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
。
商
品
の
テ
ス
ト
の
回
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
昭
和
五

十
六
年
（
九
五
四
件
）
昭
和
五
十
七
年
（
一
、
一
一
八
件
）
昭
和
五
十
八
年
（
一
、
〇
五
八
件
）
。

　
　
働
大
島
消
費
生
活
相
談
所
事
業
実
績

　
奄
美
群
島
に
お
け
る
消
費
者
啓
発
の
拠
点
と
し
て
、
消
費
者
活
に
関
す
る
苦
情
・
相
談
の
受
付
、
処
理
を
行
う
と
と
も
に
、

及
び
町
村
と
の
共
催
に
よ
る
移
動
消
費
生
活
相
談
所
の
開
催
、
情
報
の
提
供
に
よ
り
消
費
者
啓
発
を
推
進
し
た
。

消
費
生
活
講
座

　
　
　
1
、
消
費
者
苦
情
・
相
談
の
処
理

　
消
費
者
活
相
談
員
一
人
を
常
置
し
、
苦
情
・
相
談
の
迅
速
か
つ
適
切
な
処
理
に
努
め
た
が
、
昭
和
五
十
八
年
度
の
相
談
に
つ
い
て
み
る
と
、

商
品
そ
の
も
の
の
相
談
・
苦
情
は
減
少
し
、
購
入
契
約
等
契
約
に
関
す
る
相
談
・
苦
情
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
業
者
の
商
品
管
理
が
進

ん
で
い
る
こ
と
と
、
消
費
者
の
商
品
知
識
が
高
ま
り
、
商
品
の
安
全
衛
生
、
品
質
機
能
に
対
す
る
苦
情
が
減
少
し
た
反
面
、
訪
問
販
売
、
S
F
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調査報告

商
法
、
通
信
販
売
等
の
特
殊
販
売
に
よ
る
商
品
、
役
務
の
売
買
契
約
が
増
え
た
こ
と
と
、
分
割
払
い
に
よ
る
信
販
会
社
を
交
え
て
の
代
金
の
立

替
え
払
い
契
約
、
解
約
を
複
雑
困
難
に
し
た
こ
と
に
よ
る
。
又
、
役
務
の
苦
情
・
相
談
も
増
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
サ
ラ
金
苦
情
・
相
談
が
増

え
た
こ
と
に
よ
る
。

　
　
　
2
、
消
費
者
啓
発
の
推
進

　
消
費
者
意
識
の
高
揚
及
び
消
費
者
活
動
の
リ
ー
ダ
ー
養
成
を
目
的
と
し
た
消
費
生
活
講
座
を
開
催
し
た
。

所
を
開
設
し
、
消
費
者
啓
発
の
高
揚
を
図
り
、
情
報
提
供
に
よ
り
消
費
者
利
益
の
保
護
に
努
め
た
。

　
（
資
料
3
参
照
）

⇔
　
宮
崎
県
（
注
3
）

又
、
町
村
に
出
向
い
て
移
動
相
談
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宮
崎
県
の
場
合
入
手
し
た
資
料
が
相
談
事
業
に
限
ら
れ
た
の
で
、
以
下
こ
れ
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　
　
ω
宮
崎
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
事
業
実
績

　
宮
崎
県
に
お
い
て
は
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
が
発
足
し
た
昭
和
四
十
五
年
度
は
、
三
四
二
件
で
あ
っ
た
消
費
生
活
相
談
が
増
加
の
一
途
を
た

ど
り
、
昭
和
五
十
八
年
度
に
は
三
、
四
六
二
件
に
の
ぽ
り
、
昭
和
四
十
五
年
度
に
比
べ
て
約
十
倍
に
増
加
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
増
加
し
た
の
は
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
存
在
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、
相
談
窓
口
が
広
が
っ
た
こ
と
、
消
費
者

が
自
ら
消
費
生
活
に
つ
い
て
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
以
来
経
済
の
低
成
長
下
で
県
民
の
生
活
態
度
が
変
化
し
て
い

る
こ
と
等
が
原
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。



南九州における消費者保護行政について

　
　
　
1
、
相
談
の
内
容

　
消
費
生
活
相
談
を
統
計
上
、
苦
情
相
談
と
買
物
相
談
に
分
け
た
が
、
苦
情
相
談
と
は
「
前
払
い
式
月
賦
で
ミ
シ
ン
を
購
入
し
た
と
こ
ろ
、
満

期
以
前
に
商
品
が
製
造
中
止
に
な
っ
て
い
た
」
「
化
粧
品
で
シ
ミ
が
で
き
た
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
被
害
を
受
け
た
り
、
期
待
さ
れ
て
い
る
価

値
を
持
た
な
い
場
合
に
対
す
る
相
談
を
い
い
、
買
物
相
談
と
は
「
合
成
洗
剤
に
含
ま
れ
る
界
面
活
性
剤
と
は
」
な
ど
、
買
物
の
際
の
ポ
イ
ン
ト

を
き
く
相
談
で
あ
る
。

　
昭
和
四
十
五
年
度
は
苦
情
相
談
が
八
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
が
、
昭
和
五
十
四
年
度
に
は
買
物
相
談
が
七
六
．
一
パ
ー
セ
ン
ト

に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
数
年
来
、
苦
情
相
談
が
増
加
の
傾
向
に
あ
り
、
昭
和
五
十
八
年
度
に
は
苦
情
相
談
が
三
四
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ

て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
品
質
、
安
全
に
関
す
る
苦
情
に
代
わ
っ
て
、
契
約
、
販
売
方
法
等
に
か
か
わ
る
苦
情
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
商

品
の
販
売
競
争
が
激
化
す
る
な
か
で
、
多
様
化
す
る
訪
問
販
売
に
と
も
な
う
契
約
上
の
ト
ラ
ブ
ル
や
、
近
時
多
く
な
っ
て
い
る
立
替
え
払
い
契

約
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
つ
い
て
の
相
談
が
増
え
た
た
め
で
あ
る
。

　
品
目
別
に
相
談
の
傾
向
を
み
る
と
、
昭
和
五
十
八
年
度
で
「
雑
品
」
が
第
一
位
を
占
め
、
次
に
「
そ
の
他
」
「
食
料
品
」
「
住
居
品
」
「
被
服
品
」

の
順
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
順
位
は
前
年
度
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。
「
雑
品
」
は
年
々
増
加
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
、
英
会
話
教
材
、
化

粧
品
、
書
籍
、
自
動
販
売
機
、
印
鑑
等
の
訪
問
販
売
に
つ
い
て
の
苦
情
や
問
い
合
わ
せ
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
又
、
「
そ
の
他
」
は
昨
年

に
比
べ
る
と
減
少
の
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
商
品
取
引
に
関
す
る
相
談
が
相
変
わ
ら
ず
み
ら
れ
る
。

　
　
　
2
、
昭
和
五
十
八
年
度
の
相
談
の
特
徴

　
品
目
別
で
あ
る
が
、
ア
、
食
料
品
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
に
比
し
て
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
食
品
添
加
物
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
と

健
康
食
品
の
相
談
が
増
加
し
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
内
容
的
に
は
食
品
の
安
全
性
、
品
質
に
関
す
る
相
談
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
イ
、
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住
居
品
で
は
電
気
製
品
を
購
入
す
る
際
の
品
質
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が
多
く
、
そ
の
他
ト
イ
レ
フ
ァ
ン
、
消
火
器
、
テ
ラ
ス
、
ス
テ
ン
レ
ス

の
鍋
の
訪
問
販
売
に
と
も
な
う
契
約
上
の
相
談
が
増
え
て
い
る
。
ウ
、
被
服
品
で
は
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
関
す
る
相
談
が
多
く
、
そ
の
他
羽
毛
ふ

と
ん
、
大
島
つ
む
ぎ
の
販
売
で
は
マ
ル
チ
ま
が
い
の
販
売
方
法
、
契
約
に
関
す
る
相
談
も
あ
っ
た
。
エ
、
雑
晶
関
係
は
件
数
が
最
も
多
く
、
化

粧
晶
、
書
籍
、
健
康
器
具
、
自
動
販
売
機
、
印
鑑
等
の
訪
問
販
売
に
つ
い
て
の
相
談
が
多
く
、
販
売
方
法
も
催
眠
商
法
、
マ
ル
チ
商
法
、
キ
ャ
ッ

チ
セ
ー
ル
ス
等
多
様
化
し
て
お
り
、
消
費
者
の
契
約
に
対
す
る
慎
重
な
対
応
が
望
ま
れ
、
最
近
は
老
人
を
対
象
と
し
た
訪
問
販
売
も
増
加
し
て

い
る
。
オ
、
土
地
、
家
屋
の
契
約
に
関
す
る
相
談
も
あ
っ
た
。
カ
、
役
務
関
係
で
は
、
冠
婚
葬
祭
互
助
会
や
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
関
す
る

相
談
が
最
近
は
増
え
て
き
て
お
り
、
金
、
大
豆
、
砂
糖
の
商
品
取
引
の
相
談
に
つ
い
て
は
、
取
引
の
仕
組
み
が
分
か
り
に
く
く
金
額
も
大
き
い

だ
け
に
こ
れ
ら
の
知
識
が
十
分
で
な
い
消
費
者
の
啓
発
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
ω
都
城
地
方
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
事
業
実
績

　
昭
和
五
十
八
年
度
の
消
費
生
活
相
談
件
数
は
七
七
〇
件
で
、
前
年
度
の
五
五
〇
件
に
比
し
て
大
幅
な
増
加
と
な
っ
て
お
り
、
受
付
件
数
中
苦

情
相
談
の
占
め
る
割
合
は
六
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
商
品
別
で
は
、
雑
品
、
住
居
品
、
食
料
品
の
順
で
、
特
に
住
居
品
の
苦
情
相
談
が
急

増
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
温
水
器
や
テ
ラ
ス
等
の
住
居
用
設
備
及
び
台
所
用
品
の
契
約
に
関
す
る
相
談
が
多
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
内
容

別
で
は
商
品
の
販
売
方
法
、
契
約
、
品
質
機
能
等
の
相
談
が
全
体
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
役
務
は
全
体
の
二
十
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め

る
が
、
こ
れ
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
関
係
及
び
保
険
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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⑥
延
岡
地
方
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
事
業
実
績

　
昭
和
五
十
八
年
度
の
相
談
件
数
は
一
、
〇
一
二
件
で
前
年
度
と
ほ
ぽ
同
数
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
苦
情
相
談
は
一
八
二
件
で
あ
っ
た
。

で
は
雑
品
、
役
務
、
食
料
品
の
順
で
、
雑
品
は
前
年
度
よ
り
二
九
件
増
加
し
相
談
件
数
も
ト
ッ
プ
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
健
康
器
具
、

商
品
別

自
動
販



売
機
、
自
動
車
、
会
話
教
材
に
関
す
る
も
の
が
相
変
わ
ら
ず
多
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
役
務
で
は
契
約
に
と
も
な
う
信
販
会
社
と
の
ト
ラ
ブ
ル

が
目
立
っ
た
。
食
料
品
で
は
健
康
食
品
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
が
多
か
っ
た
。

　
内
容
別
で
は
販
売
方
法
、
契
約
、
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
も
の
が
前
年
度
を
上
回
り
、
な
か
で
も
訪
問
販
売
に
関
す
る
契
約
の
ト
ラ
ブ
ル
が
多

か
っ
た
。

　
（
資
料
4
参
照
）

国
　
沖
縄
県
（
注
4
）

南九州における消費者保護行政について

沖
縄
県
の
場
合
、
入
手
し
得
た
資
料
が
啓
発
事
業
、
相
談
事
業
、
商
品
テ
ス
ト
に
限
ら
れ
た
の
で
、
以
下
こ
れ
ら
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

一
川
消
費
者
啓
発
事
業
事
業
実
績

　
　
　
1
、
消
費
生
活
学
習
会
の
実
施

　
消
費
者
の
利
益
を
擁
護
す
る
と
と
も
に
、
自
主
的
で
合
理
的
な
消
費
者
利
益
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
に
、

及
び
情
報
の
伝
達
に
関
し
て
、
消
費
生
活
講
演
会
及
び
暮
ら
し
の
一
日
教
室
を
実
施
し
た
。

　
　
2
、
情
報
及
び
資
料
提
供

消
費
生
活
に
必
要
な
知
識
の
普
及
を
行
い
、

商
品
、
役
務
に
か
か
る
知
識
の
普
及

消
費
者
行
政
情
報
、
消
費
生
活
ニ
ュ
ー
ス
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
発
行
す
る
と
と
も
に
、
マ
ス
コ
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ミ
を
通
じ
て
情
報
を
随
時
提
供
し
、
消
費
者
の
啓
発
を
行
っ
た
。

調査報告

　
　
　
3
、
商
品
展
示

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
展
示
室
で
、
消
費
生
活
に
必
要
な
商
品
、
役
務
又
は
法
令
に
関
す
る
知
識
、
苦
情
を
パ
ネ
ル
や
実
物
を
使
っ
て
展
示
し
、

消
費
者
の
知
識
の
向
上
を
図
っ
た
。

ω
消
費
生
活
相
談
事
業
事
業
実
績

　
　
　
1
、
相
談
受
付
件
数

　
昭
和
五
十
八
年
度
に
宮
古
、
八
重
山
分
室
分
を
含
ん
で
、
沖
縄
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た
消
費
生
活
相
談
受
付
件
数
は
二
、
七

八
二
件
で
、
こ
れ
を
項
目
別
に
み
る
と
、
商
・
里
、
六
一
Q
件
、
役
務
五
三
二
件
、
生
活
一
般
二
四
八
件
、
未
分
類
三
九
二
件
と
な
っ
て
お
り
、

毎
年
増
加
し
て
い
る
。
次
に
、
項
目
別
、
商
品
別
相
談
受
付
件
数
を
み
る
と
、
伸
び
率
の
著
し
か
っ
た
の
が
、
住
居
品
及
び
役
務
、
次
い
で
土

地
、
住
宅
、
未
分
類
、
生
活
一
般
で
、
反
面
、
被
服
品
、
食
料
品
、
雑
品
は
減
少
し
、
光
熱
水
品
は
前
年
並
み
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
役
務
で
は
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
「
サ
ラ
金
二
法
」
に
関
す
る
も
の
と
、
利
息
制

限
法
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
が
多
か
っ
た
こ
と
、
及
び
住
居
品
、
被
服
品
の
一
部
や
雑
品
、
未
分
類
の
一
部
に
流
通
形
態
の
変
容
に
に
よ
る

販
売
方
法
、
契
約
、
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
相
談
が
多
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　
商
品
別
に
み
る
と
、
ス
テ
ン
レ
ス
鍋
、
陶
器
、
表
札
、
羽
毛
ふ
と
ん
、
和
服
の
展
示
販
売
、
英
会
話
教
材
、
書
籍
、
印
鑑
、
健
康
食
品
等
で

あ
っ
た
。

　
ま
た
内
容
別
に
み
る
と
、
販
売
方
法
、
契
約
、
サ
ー
ビ
ス
七
八
八
件
（
四
〇
、
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
品
質
機
能
四
四
八
件
（
二
一
二
、
一
パ
i
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セ
ン
ト
）
安
全
、
衛
生
二
九
四
件
（
一
五
、
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
V
に
関
す
る
相
談
が
多
く
、
住
居
品
、
被
服
品
、
雑
品
の
相
談
で
は
、

契
約
、
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
相
談
が
目
立
ち
、
食
料
品
で
は
品
質
機
能
、
安
全
、
衛
生
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が
多
か
っ
た
。

販
売
方
法
、

　
　
　
2
、
特
殊
商
法

　
大
量
販
売
、
販
売
競
争
が
激
化
し
、
取
引
形
態
の
多
様
化
が
進
む
な
か
で
、
消
費
者
の
契
約
に
対
す
る
理
解
不
足
、
特
に
経
済
的
弱
者
で
あ

る
お
年
寄
り
、
判
断
能
力
に
乏
し
い
未
成
年
者
、
契
約
に
不
慣
れ
な
主
婦
を
対
象
に
し
た
勧
誘
行
為
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
目
立
ち
、
具
体
的
に

い
え
ば
、
マ
ル
チ
ま
が
い
、
ア
ポ
イ
ン
ト
、
S
F
商
法
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

南九州における消費者保護行政について

　
　
　
3
、
相
談
方
法
別
、
地
域
別
受
付
件
数

　
相
談
方
法
と
し
て
、
電
話
、
文
書
、
そ
の
他
に
区
分
し
て
お
り
、

宮
古
、
八
重
山
、
南
部
、
北
部
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

電
話
相
談
が
最
も
多
い
。
又
、
地
域
別
で
は
、
那
覇
、
中
部
が
最
も
多
く
、

　
　
働
商
品
テ
ス
ト
事
業
事
業
実
績

　
商
品
の
多
様
化
に
と
も
な
い
商
品
テ
ス
ト
を
通
じ
て
消
費
者
意
識
の
向
上
及
び
消
費
者
利
益
の
増
進
に
努
め
た
が
、
苦
情
テ
ス
ト
を
行
っ
た

の
は
次
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

　
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
ミ
ル
ク
の
分
析
、
繊
維
の
鑑
別
、
洗
剤
の
品
質
、
石
け
ん
の
遊
離
ア
ル
カ
リ
、
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
の
変
敗
、
合
成
皮
革
の
ス
カ
ー

ト
の
硬
化
、
蒸
し
カ
ス
テ
ラ
の
変
色
、
菓
子
の
包
装
紙
、
牛
乳
の
テ
ス
ト
、
べ
ー
コ
ン
の
結
晶
、
ダ
イ
コ
ン
の
変
色
。

　
又
、
試
買
テ
ス
ト
と
し
て
、
鶏
の
手
羽
元
、
鶏
卵
、
ツ
ナ
缶
、
陶
器
に
つ
い
て
実
施
し
た
。

（
資
料
5
参
照
）
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調査報告

　
三
、
行
政
監
察
事
務
所
関
係
資
料
（
昭
和
五
十
九
年
四
月
か
ら
十
二
月
ま
で
）

　
三
県
の
消
費
者
行
政
に
関
す
る
事
業
実
績
に
つ
い
て
は
、
各
県
の
資
料
に
基
づ
い
て
す
で
に
述
べ
た
が
、

三
県
の
行
政
監
察
事
務
所
に
対
し
て
も
消
費
者
問
題
に
つ
い
て
の
相
談
が
相
当
数
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
、

示
す
こ
と
に
し
た
。
こ
の
統
計
に
は
サ
ラ
金
相
談
を
含
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
以
外
に
総
務
庁
の

三
県
に
つ
い
て
そ
の
統
計
を
左
に

　
　
ω
鹿
児
島
行
政
監
察
事
務
所
の
消
費
者
保
護
相
談
。

　
訪
問
販
売
契
約
の
解
除
（
一
九
）
、
信
販
会
社
か
ら
の
不
法
請
求
（
五
）
、
家
屋
修
築
契
約
の
不
履
行
（
二
）
、
自
動
販
売
機
設
置
の
ト
ラ
ブ

ル
（
五
）
、
欠
陥
コ
ピ
ー
機
の
交
換
（
二
）
、
同
一
商
品
価
格
の
不
統
一
（
二
）
、
商
品
表
示
の
不
明
確
（
｛
）
、
高
利
の
貸
付
利
息
（
一
）
、
サ

ラ
金
の
支
払
い
請
求
等
（
四
六
）
、
水
洗
ト
イ
レ
販
売
契
約
不
履
行
（
一
）
、
金
取
引
の
解
約
（
一
）
、
再
三
送
付
さ
れ
る
電
話
広
告
申
込
書
の

対
処
（
一
）
。
以
上
計
八
六
件
。

　
　
ω
宮
崎
行
政
監
察
事
務
所
の
消
費
者
保
護
相
談
。

　
訪
問
販
売
契
約
の
解
除
（
一
六
）
、
信
販
会
社
か
ら
の
不
法
請
求
（
四
）
、
自
動
販
売
機
設
置
の
ト
ラ
ブ
ル
（
一
）
、
サ
ラ
金
の
支
払
い
請
求

等
（
九
三
）
、
互
助
会
の
加
入
解
約
（
一
）
以
上
計
二
五
件
。

　
働
沖
縄
行
政
監
察
事
務
所
の
消
費
者
保
護
相
談
。

サ
ラ
金
支
払
い
請
求
（
二
三
）
、
訪
問
販
売
（
五
）
、
信
販
支
払
い
（
一
七
）
、
自
動
販
売
機
の
販
売
（
二
）
、
商
品
取
引
の
解
約
（
九
）
、
同

一
商
品
の
価
格
不
統
一
（
四
）
、
軟
水
器
の
販
売
解
約
（
一
）
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
と
の
ト
ラ
ブ
ル
（
一
）
、
そ
の
他
（
七
）
以
上
計
六
九
件
。
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（
右
は
い
ず
れ
も
各
行
政
監
察
事
務
所
提
供
。
）

四
、
消
費
者
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
概
念

南九州における消費者保護行政について

　
消
費
者
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
立
法
、
条
例
、
行
政
指
導
、
裁
判
に
よ
る
担
保
等
多
く
の
制
度
が
考
え
ら
れ
る
が
、

近
時
、
そ
の
強
力
な
規
制
力
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
北
欧
の
消
費
者
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
制
度
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
回
は
そ
の
原
文

が
入
手
困
難
な
た
め
、
邦
語
訳
に
よ
る
資
料
に
よ
っ
て
そ
の
概
要
を
報
告
す
る
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
（
注
5
〉

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
は
い
わ
ゆ
る
議
会
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
以
外
に
、
軍
事
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
、
消
費
者
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
、
公
正
取
引
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
、

報
道
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
い
っ
た
特
別
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
制
度
が
あ
る
。
こ
の
な
か
の
消
費
者
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
制
度
を
持
っ
て
い
る
の
は
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
以
外
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
デ
ン
マ
ー
ク
の
み
で
あ
る
。

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
こ
の
制
度
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
の
「
市
場
裁
判
所
法
」
に
よ
る
が
、
消
費
者
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
準
拠
法
は

「
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
法
」
（
↓
竃
　
竃
震
浮
鼠
α
o
　
》
9
　
一
。
刈
㎝
）
と
「
不
当
契
約
条
項
禁
止
法
」
（
》
9
　
即
o
獣
げ
識
轟
　
日
R
器
　
○
｛

0
8
鼠
9
　
一
り
刈
一
）
で
あ
る
。
た
だ
、
消
費
者
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
創
設
当
時
に
は
マ
1
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
法
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
前
身
の
「
マ
ー

ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
慣
行
法
」
が
準
拠
法
で
あ
っ
た
。

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
の
な
か
で
も
消
費
者
保
護
に
つ
い
て
は
他
国
に
先
ん
じ
た
政
策
を
実
行
し
て
お
り
、
特
に
第
二
次

大
戦
後
起
っ
た
商
品
テ
ス
ト
、
適
正
表
示
、
商
品
情
報
の
正
確
さ
の
要
求
等
が
立
法
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
な
か
で
、
「
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
慣
行
法
」
は
、
企
業
の
広
告
宣
伝
や
販
売
方
法
に
厳
し
い
規
制
を
加
え
、
誇
大
広
告
は
も
ち
ろ
ん
、

消
費
者
に
誤
っ
た
観
念
を
植
え
付
け
る
広
告
は
一
切
規
制
さ
れ
る
。
規
制
の
中
心
は
中
止
命
令
（
一
且
巨
＆
8
〉
で
あ
り
、
そ
の
際
、
挙
証
責

任
が
転
換
さ
れ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
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調査報告

　
「
不
当
契
約
条
項
禁
止
法
」
は
、
個
人
の
た
め
の
商
晶
、
サ
ー
ビ
ス
が
企
業
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
際
に
交
わ
さ
れ
る
契
約
書
の
条
件
に
つ

い
て
の
規
制
で
あ
っ
て
、
そ
の
条
項
が
消
費
者
に
一
方
的
に
不
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
市
場
裁
判
所
は
中
止
命
令
を
発
す
る
こ

と
に
な
る
。

　
以
上
の
二
つ
の
法
律
の
遵
守
を
監
視
し
、
違
反
が
あ
っ
た
場
合
は
、
職
権
に
よ
り
又
は
申
し
立
て
に
よ
っ
て
、
消
費
者
に
代
わ
っ
て
企
業
と

話
し
合
い
、
そ
の
自
発
的
矯
正
を
促
す
の
が
消
費
者
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
役
割
り
で
あ
り
、
緊
急
の
場
合
は
彼
自
ら
中
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
企
業
が
話
し
合
い
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
、
彼
は
消
費
者
を
代
表
し
て
市
場
裁
判
所
に
対
し
て
提
訴
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
一
九
七
五
年
に
、
こ
の
慣
行
法
は
廃
止
き
れ
、
新
し
い
「
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
法
」
が
で
き
た
が
、
改
正
さ
れ
た
点
は
、
新
法
が
旧
法
を
更

に
進
め
て
、
広
告
表
現
だ
け
で
な
く
、
商
品
に
つ
い
て
の
情
報
を
正
確
に
消
費
者
に
提
供
す
べ
き
義
務
や
、
危
険
商
品
や
役
に
立
た
な
い
商
品

を
提
供
し
な
い
義
務
を
企
業
に
課
し
た
点
に
あ
る
。

　
市
場
裁
判
所
は
「
競
争
制
限
禁
止
法
」
と
「
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
法
」
「
不
当
契
約
事
項
禁
止
法
」
の
三
法
に
関
す
る
事
件
を
扱
う
特
別
裁

判
所
で
あ
り
、
こ
の
な
か
の
競
争
制
限
に
つ
い
て
は
「
公
正
取
引
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
」
が
任
命
さ
れ
、
他
の
二
つ
に
つ
い
て
消
費
者
オ
ン
ブ
ズ
マ

ン
が
任
命
さ
れ
る
。
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五
、
結

語

　
以
上
で
今
回
の
調
査
報
告
を
終
え
る
が
、
ま
ず
条
例
に
つ
い
て
い
え
ば
、
消
費
者
の
利
益
の
た
め
の
各
種
の
規
定
を
置
い
て
い
る
点
で
は
、

基
本
的
に
他
の
地
方
公
共
団
体
の
条
例
と
大
差
は
な
い
が
、
三
県
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
工
夫
を
こ
ら
し
て
、
消
費
者
保
護
の
た
め
自
治

立
法
に
努
力
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
次
に
、
立
地
条
件
と
し
て
鹿
児
島
県
と
宮
崎
県
は
広
大
な
農
林
漁
業
地
域
を
有
す
る
点
で
共
通
し
、
又
、
鹿
児
島
県
と
沖
縄
県
に
は
多
く
の



南九州における消費者保護行政について

離
島
が
存
在
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
共
通
点
に
関
連
し
て
、
消
費
者
問
題
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
特
異
性
を
見
出
そ
う
と

し
た
が
、
特
に
異
な
っ
た
点
は
見
出
し
え
な
か
っ
た
。
た
だ
、
三
県
に
共
通
し
て
い
い
う
る
こ
と
は
、
相
談
件
数
の
漸
増
、
弱
少
消
費
者
を
対

象
と
す
る
商
法
や
特
殊
商
法
の
横
行
、
契
約
関
係
の
増
加
、
特
に
契
約
内
容
の
無
知
に
つ
け
込
む
商
法
が
数
多
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
消
費
者
保
護
の
た
め
に
は
、
事
後
的
解
決
や
救
済
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
近
時
の
有
害
物
質
の
食
品
混
入
や
先
物
取
引
の
問
題
を
考
え
る

と
、
事
前
の
啓
発
と
強
力
な
規
制
が
行
政
面
で
求
め
ら
れ
、
そ
の
点
で
消
費
者
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
制
度
は
参
考
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
（
注
1
）
「
大
阪
市
消
費
者
保
護
条
例
」
岸
・
岸
野
「
条
例
解
説
全
集
4
」
一
七
〇
六
七
ぺ
ー
ジ
。

　
　
　
　
（
注
2
）
「
消
費
者
行
政
の
概
要
」
昭
和
五
十
九
年
五
月
。
鹿
児
島
県
県
民
生
活
課
。

　
　
　
　
（
注
3
）
「
消
費
生
活
相
談
の
概
要
」
昭
和
五
十
八
年
度
。
宮
崎
県
・
都
城
地
方
・
延
岡
地
方
消
費
生
活
セ
ン
タ
i
。

　
　
　
　
（
注
4
）
「
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
事
業
概
要
」
昭
和
五
十
八
年
度
。
沖
縄
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
。

　
　
　
　
（
注
5
）
「
消
費
者
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
」
ω
＜
曾
　
国
窪
お
H
撃

　
　
　
　
『
ス
エ
ー
デ
ン
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
』
潮
見
憲
三
郎
訳
、
一
八
三
ぺ
ー
ジ
。
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（資料2）　　鹿児島県消費生活センター受付件数

区　　　分

昭和54年度 昭和55年度 昭和56年度 昭和57年度 昭和58年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

受付件数 2，350 ％ 1，872 ％ 2，410 ％ 2，747 ％ 3，125 ％

受
　
付
　
方
　
法

来　　所 556 23．6 281 15．0 281 11．6 345 12．5 369 11．8

電　　話 1，756 74．8 1，578 84．3 2，125 88．2 2，378 86．6 2，741 87．7

文　　書 38 1．6 13 0．7 4 0．2 24 O．9 15 0．5

合　　計 2，350 100．O 1，872 100．0 2，410 100．0 2，747 100．0 3，125 100．0

相
談
者
性
別

男 624 26．6 390 20．8 582 24．1 625 22．8 751 24．0

女 1，599 68．0 1，427 76．2 1，731 71．8 2，042 74．3 2，251 72．0

その他 127 5．4 55 3．0 97 4．1 80 2．9 123 4．0

合　　計 2，350 100．0 1，872 100．0 2，410 100．0 2，747 100．0 3，125 100．0

相
　
談
　
区
　
分

苦　　情 1，118 47．6 846 45．2 1，238 51．4 1，484 54．0 1，887 60．4

問い合せ 1，181 50．3 1，005 53．7 1，152 47．8 1シ250 45．5 1，217 38．9

要　　望 48 2．0 16 0．8 19 0．8 12 0．5 18 0．6

その他 3 0．1 5 0．3 1 ｝ 1 一 3 0．1

合　　計 2，350 100．0 1，872 100．0 2，410 100．0 2，747 100．0 3，125 100．0

（前掲概要より）

（資料3）　　大島相談所受付件数

　区分

年度

受付件数

　（A）

内　　　　　　　　　　　　訳
うち苦情件数

男　　　女　　　別 方　　　法　　　別

男 女 その他 来　所 電　話 文　書 件数（B〉 割合（一）

54 570 61 316 193 373 197 0 165 28．9

55 544 72 354 118 265 276 3 116 21．3

56 601 50 336 215 361 239 1 111 18．5

57 502 59 283 160 267 235 0 149 29．7

58 453 97 283 73 212 237 4 190 41．9

（前掲概要より〉
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（資料4）　宮崎県センター十都城センター十延岡センターの受付件数

　項目

年度

県センター 都城センター 延岡センター 県・都城・延岡の合計

買物 苦情 計 買物 苦情 計 買物 苦情 計 買物 苦情 計

45

件
6
2

件
2
8
0

件
3
4 2

件 件 件 件 件 件
件
62

件
2
8
0

件
3
4
2

46 131 238 369 131 238 369

47 189 264 453 189 264 453

48 158 291 449 158 291 449

49 271 393 664 33 8 41 304 401 705

50 655 262 917 167 51 218 822 313 1，135

51 714 295 1，009 197 75 272 109 97 206 1，020 467 1，487

52 991 329 1，320 303 79 382 258 166 424 1，552 574 2，126

53 1，040 345 1，385 197 42 239 271 253 524 1，508 640 2，148

54 1，302 201 1，503 192 64 256 263 287 550 1，757 552 2，309

55 1，392 287 1量679 207 107 314 301 260 561 1，900 654 2，554

56 1，349 194 1，543 233 317 550 461 339 800 2，043 850 2，893

57 1，170 491 1，661 254 296 550 702 316 1，018 2，126 1，103 3，229

58 1，144 536 1，680 283 487 770 831 181 1，012 2，258 1，204 3，462

（前掲概要より）

（資料5）　沖縄県消費生活センター受付件数

総　　　合　　　計 セ　　ン　　タ　　ー 宮　古　分　室 八重　山　分　室

苦情
一般

買物
計 苦情

一般

買物
計 苦情

一般

買物
計 苦情

一般

買物
計

58年4月 61 149 210 49 104 153 2 30 32 10 15 25

5月 84 200 284 74 140 214 5 39 44 5 21 26

6月 96 182 278 82 131 213 3 35 38 11 16 27

7月 89 138 227 80 93 173 3 26 29 6 19 25

8月 79 138 217 67 98 165 5 28 33 7 12 19

9月 80 153 233 63 113 176 4 23 27 13 17 30

10月

11月

78

62

161

211

239

273

62

45

100

113

162

158 1
7

46

77

47

84

15

10

15

21

30

31

12月 82 113 195 65 78 143 5 23 28 12 12 24

59年1月 70 126 196 58 90 148 3 25 28 9 11 20

2月 63 130 193 54 99 153 1 20 21 8 11 19

3月 88 149 237 72 106 178 7 24 31 9 19 28

合計 932 1，850 2，782 771 1，265 2，036 46 396 442 115 189 304

（前掲概要より）
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